
1 裁判所及び検察審査会の所在地 
 

（1）地方裁判所 
 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

徳島地方裁判所（本庁） 〒770－8528 徳島市徳島町1－5－1 
（088）603－0111 

〔総務課庶務係〕 

徳島地方裁判所阿南支部 〒774－0030 阿南市富岡町西池田口1－1 
（0884）22－0148 

〔代表〕 

徳島地方裁判所美馬支部 〒779－3610 美馬市脇町大字脇町1229－3 
（0883）52－1035 

〔代表〕 

 

（2）家庭裁判所 
 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

徳島家庭裁判所（本庁） 〒770－8528 徳島市徳島町1－5－1 
（088）603－0111 

〔総務課庶務係〕 

徳島家庭裁判所阿南支部 〒774－0030 阿南市富岡町西池田口1－1 
（0884）22－0148 

〔代表〕 

徳島家庭裁判所美馬支部 〒779－3610 美馬市脇町大字脇町1229－3 
（0883）52－1035 

〔代表〕 

徳島家庭裁判所牟岐出張所 
〒775－0006 海部郡牟岐町大字中村字本村 

54－2 

（0884）72－0074 

〔代表〕 

徳島家庭裁判所池田出張所 〒778－0002 三好市池田町マチ2494－7 
（0883）72－0234 

〔代表〕 

 

（3）簡易裁判所 
 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

徳島簡易裁判所 〒770－8528 徳島市徳島町1－5－1 
（088）603－0150 

〔受付係〕 

阿南簡易裁判所 〒774－0030 阿南市富岡町西池田口1－1 
（0884）22－0148 

〔代表〕 

美馬簡易裁判所 〒779－3610 美馬市脇町大字脇町1229－3 
（0883）52－1035 

〔代表〕 

鳴門簡易裁判所 〒772－0017 鳴門市撫養町立岩字七枚115 
（088）686－2710 

〔代表〕 

牟岐簡易裁判所 
〒775－0006 海部郡牟岐町大字中村字本村 

54－2 

（0884）72－0074 

〔代表〕 

徳島池田簡易裁判所 〒778－0002 三好市池田町マチ2494－7 
（0883）72－0234 

〔代表〕 

吉野川簡易裁判所 〒779－3301 吉野川市川島町川島588 
（0883）25－2914 

〔代表〕 

 

（4）検察審査会 
 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

徳島検察審査会 
〒770－8528 徳島市徳島町1－5－1（徳島地方裁

判所庁舎内） 
（088）603－0160 

美馬検察審査会 
〒779－3610 美馬市脇町大字脇町1229－3（徳島

地方裁判所美馬支部庁舎内） 
（0883）52－1035 

 



2 裁判所及び検察審査会の管轄区域 
 

高 等 

裁判所 

（本庁） 

裁判所 

検 察 

審査会 
管轄区域 

合

議

事

件 

少

年

事

件 

地方裁判所・家庭裁判所 
簡 易 

裁判所 本庁 支部 
家 裁 

出張所 

高松 徳島   徳島 徳島 

 

 

徳島市、小松島市、 

板野郡のうち北島町、藍住

町、板野町、上板町、 

阿波市のうち旧板野郡吉野

町、旧板野郡土成町、名東

郡、勝浦郡、名西郡 

徳島 徳島 

鳴門 鳴門市、 

板野郡のうち松茂町 

吉野川 吉野川市、 

阿波市のうち旧阿波郡市場

町、旧阿波郡阿波町 

阿南  阿南 阿南市、那賀郡 

牟岐 牟岐 海部郡 

美馬  美馬 美馬 美馬市、美馬郡 美馬 

池田 徳島池田 三好市、三好郡 

（注）1 「合議事件」欄は、その管内の民事事件、刑事事件、家事事件及び少年事件の合議事件を取

り扱う地方裁判所・家庭裁判所の本庁又は支部を示す。 

2 「少年事件」欄は、その管内の少年法で定める少年の保護事件の審判に関する事務を取り扱

う家庭裁判所の本庁又は支部を示す。 

3 「管轄区域」欄は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に基づくものである。 


